
規

則 

埼
玉
県
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
三
十
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
訓
練
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
十
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

訓
練
手
当
の
受
給
資
格
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
の
申
請
書
等
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

様
式
第
一
号
（
一
）
及
び
様
式
第
一
号
（
二
）
の
申
請
書
に
あ
つ
て
は
当
該
職
業
訓
練
を
行
う

施
設
の
長
（
当
該
職
業
訓
練
が
職
場
適
応
訓
練
で
あ
る
と
き
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
。
第
三

項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

公
共
職
業
訓
練
又
は
職
場
適
応
訓
練
を
受
け
る
者 
様
式
第
一
号
（
一
）
、
様
式
第
一
号

（
二
）
及
び
様
式
第
一
号
（
別
紙
） 

二 

求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け
る
者 

様
式
第
一
号
（
三
）
及
び
様
式
第
一
号
（
別
紙
） 

第
十
条
第
三
項
中
「
申
請
書
」
を
「
申
請
書
等
」
に
改
め
、
「
公
共
職
業
訓
練
又
は
職
場
適
応

訓
練
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
当
該
職
業
訓
練
を
行
う
施
設
の
長
を
経
由
し
て
そ
の
旨
を
知
事
に
、

求
職
者
支
援
訓
練
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

た
だ
し
、
様
式
第
一
号
（
一
）
及
び
様
式
第
一
号
（
二
）
の
記
載
事
項
に
係
る
事
実
に
変
更

が
あ
つ
た
場
合
は
、
当
該
職
業
訓
練
を
行
う
施
設
の
長
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。 

 

様
式
第
一
号
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

         



様式第１号（１）（第１０条関係）  

（注意） １ ②欄には、必要な事項を記入し、又は該当する箇所に○印を付してください。 
２ ②欄の(３)については、申請時の内容を記入してください。 
３ ②欄の(４)の事項については、市区町村長の証明書を添えることを求められることがあります。 
４ ※欄には記入しないでください。 

訓練手当受給資格認定申請書 

（公共職業訓練・職場適応訓練用） 

年  月  日 

 （宛先）埼玉県知事 
 

                                     申請者 氏名 

  訓練手当の受給資格の認定を受けたいので下記により申請します。 

※ ① 申請する手当等の種類 基本手当 技能習得手当（受講手当） 寄宿手当 

② 

申
請
者
の
記
入
す
る
欄 

(1)氏名  (2)生年月日 年  月  日（満  才） 

(3)住所又は 
居所 

（     ）方 

(4) 
 
家 
族 
の 
状 
況 
 
 

氏名 
申請者と
の続柄 

扶養の
有無 

同居・別居
の別 

別居している者の住所又は居所 

  有・無 同居・別居  

  有・無 同居・別居  

  有・無 同居・別居  

  有・無 同居・別居  

  有・無 同居・別居  

  有・無 同居・別居  

  有・無 同居・別居  

(5) 寄宿の事実 有・無 (6) 寄宿開始年月日 年  月  日 

(7) 寄宿前の住所又は居所 （     ）方 

※ 

③ 

公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
又
は
公
共
職
業
安
定
所
の
長
の
確
認
の
欄 

(1)訓練の別 公共職業訓練 職場適応訓練 

(2)訓練期間 
自    年  月  日 
至    年  月  日 

(3) 
訓練科又は
訓練職種

  

(4)訓練受講

指示の根

拠 

 

労働施策の総合的な推
進並びに労働者の雇用
の安定及び職業生活の
充実等に関する法律施
行規則第２条 

第２項 

１号・３号・４号・４号の２・５号・６号・ 

７号・７号の２・８号・８号の２・８号の３ 

・８号の４・１０号・１１号・１２号 

第３項  

その他  

(5)雇用保険
基本手当
等 

受給資格の有無 有 ・ 無 

種類 

イ 
雇用保
険基本
手当 

ロ 
日雇労働
求職者給
付金 

ハ 
船員失
業保険
金 

ニ 
国家公務員等失
業者退職手当 

ホ 
イ～ニに相当す
る地方公共団体
が支給する給付 

受給の有無      

金額      

受給期間      

(6)雇用保険
法第４０
条による
特例一時
金 

受給の有無  

離職日 年  月  日 

認定日 年  月  日 

(7)駐留軍関係離職者等臨時措置法該当者の有無 有 ・ 無 

上記のとおり送付します。 

       年  月  日 

公共職業能力開発施設又は公共職業安定所の名称及び長の氏名 

       



様
式
第
一
号
（
二
）
中
「 

」
を
削
り
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、

「 

」
を
削
る
。 

様
式
第
一
号
（
三
）
中
「 

」
を
削
り
、
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様

式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

                             

㊞
 

㊞
 

□ 印
 

申
請
し
ま
す

 
申
請

し
ま
す

。
 

市
区
町

村
長

 
市
町
村
長

 



様式第１号（別紙）（第１０条関係） 

  

訓練手当受給資格認定に係る個人番号届出書 

                           年  月  日  

 （宛先） 

        埼玉県知事 

 

                 申 請 者 氏 名  

                 訓 練 施 設 名 

                 訓練科又は訓練職種 

                 入 校 年 月 日 

 

 

 

 下記の利用目的を確認し、以下のとおり個人番号を届け出ます。 

個

人

番

号 

            

 

特定個人情報（個人番号及び個人番号を含む個人情報）の利用目的 

・訓練手当の支給に関する事務 

・生活保護の実施等に関する事務 

・中国残留邦人等の支援給付の実施等に関する事務 

 

備考欄 

 

 

 

 

 

 

 



 

様
式
第
三
号
（
一
）
及
び
様
式
第
三
号
（
二
）
中
「 

」
及
び
「 

」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
訓
練
手
当
支
給
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

□ 印
 

㊞
 


